
拝啓　貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素は弊社サ－ビスをご利用いたただき厚く御礼申し上げます。

　さて、このたびフィリピン税関の要請より、フィリピン向け及びフィリピン経由の海上貨物に関して

6桁のHS CODE記載が必要となりましたのでご案内申し上げます。

つきましては、お手数をお掛け致しますがB/Lインストラクション、DOCK RECEIPT，ACL等に

HS CODEを記載いただきますよう、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

尚、情報が正しくご案内頂けない場合は、現地側での通関及び貨物のお引き渡しに支障をきたす

可能性がございますのでご留意頂けますようお願い申し上げます。

対象航路 ： フィリピン向け輸出貨物　※経由サービスを含む

適用開始日　　 : 即日

B/L記載項目　 : HS CODE (6桁）

該当する全ての貨物のHS CODEが必要となります。

*HS CODEの記載については猶予期間（現地入港：2020年4月15日まで）が設定されておりますが

マニフェスト送信後の訂正については、猶予期間であってもペナルティの対象となりますのでご注意下さい。

*FCL貨物につきましては使用船社の規定に準じます。

なお、本件に関してご不明な点がございましたら、弊社営業課又は業務課までお問い合わせ
いただけますようお願い申し上げます。

　　　以上

記

　　　　　　　お客様各位

敬具
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【輸出】 フィリピン向けB/L記載事項に関してのお願い
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